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開会 午前１０時００分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○木下委員長 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。 

本日の会議に欠席の届出はありません。 

ここで、無所属議員を委員外議員として出席を求めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○木下委員長 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時０１分 

────────────────────────────────────────────────────── 

再開 午前１０時０２分 

○木下委員長 再開いたします。 

１つ目、令和３年第１回臨時会の運営について、（１）の市長提出議案についてを議題といたし

ます。議案第１号、令和２年度旭川市一般会計補正予算について、質疑、討論の有無及び賛否を各

会派及び無所属に確認させていただきます。 

○菅原委員（自民会議） 質疑、討論なく賛成です。 

○品田委員（民主連合） 議案第１号に賛成です。質疑があります。討論はありません。 

○中野委員（公明） 議案第１号に賛成いたします。質疑の用意があります。討論はありません。 

○石川委員（共産） 議案に賛成します。質疑をお願いします。討論はありません。 

○金谷委員（無党派Ｇ） 議案第１号に賛成です。質疑の用意があります。討論はありません。 

○横山委員外議員（無所属） 質疑、討論なく賛成します。 

○木下委員長 質疑の用意があるのが、民主連合、公明、共産、無党派Ｇということでありました

ので、まず、質疑者を確認させていただきます。 

○品田委員（民主連合） 塩尻議員でお願いします。 

○中野委員（公明） 室井議員でお願いします。 

○石川委員（共産） まじま議員でお願いします。 

○金谷委員（無党派Ｇ） ひぐま議員です。 

○木下委員長 質疑の順番ですけれども、大会派からということでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○木下委員長 それではそのようにさせていただきます。 

次に、報告第１号の専決処分の報告について、各会派及び無所属に質疑の有無を確認してまいり

ます。 

○菅原委員（自民会議） 質疑ありません。 

○品田委員（民主連合） 質疑ありません。 

○中野委員（公明） 質疑ありません。 

○石川委員（共産） 質疑ありません。 

○金谷委員（無党派Ｇ） ありません。 

○横山委員外議員（無所属） 質疑ありません。 

○木下委員長 以上、確認させていただきました。 
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次に、（２）の議会提出議案について、アの請願・陳情議案の審査結果報告について、事務局か

ら説明を受けます。 

○平尾議会事務局議事調査課長 請願・陳情議案の審査結果報告についてですが、お手元に御配付

しております、請願・陳情議案審査結果一覧表のとおり、民生常任委員会で１件、結論が出ており、

民生常任委員会委員長から議長宛てに審査報告書が提出されておりますので、明日の本会議で報告

を受けることとなります。 

したがいまして、質疑、討論の有無及び委員長報告のとおり決することに対する賛否につきまし

て、御協議いただきたいと思います。 

以上です。 

○木下委員長 ただいま事務局から説明があったとおり、陳情第８号について、民生常任委員会で

結論が出ているということで、質疑、討論の有無、それと、委員長口頭報告は不採択ということで

ありますけれども、そのとおり決することに対する賛否をお伺いしてまいりたいと思います。 

○菅原委員（自民会議） 質疑、討論なく、委員長報告に賛成いたします。 

○品田委員（民主連合） 質疑、討論ありません。委員長報告に賛成いたします。 

○中野委員（公明） 委員長報告に賛成いたします。質疑、討論ありません。 

○石川委員（共産） 質疑、討論ありません。委員長報告には反対します。 

○金谷委員（無党派Ｇ） 質疑、討論ありません。賛成です。 

○横山委員外議員（無所属） 質疑、討論はありません。委員長報告に賛成をします。 

○木下委員長 それでは最後に、明日の本会議の日程について事務局から説明を受けます。 

○梶山議会事務局議事調査課主幹 明日の本会議の運びについて御説明いたします。 

開会し、会議録署名議員の指名、諸般の報告の後、議事に入ります。まず、会期の決定について

を議題とし、本臨時会の会期を１月２６日、１日と決定することになります。次に、議案第１号を

議題とし、理事者から提案説明があった後、民主・市民連合の塩尻議員、公明党の室井議員、日本

共産党のまじま議員、無党派Ｇのひぐま議員の順で質疑があり、討論なく、採決に入り、簡易採決

となります。次に、報告第１号を議題とし、理事者から提案説明があった後、質疑なく、報告を了

することになります。次に、請願・陳情議案の審査結果報告についてを議題とし、民生常任委員会

委員長から、陳情第８号の審査結果の口頭報告があった後、質疑、討論なく、委員長報告どおり不

採択とすることについて、起立採決となります。以上で閉会となります。 

本会議の所要時間につきましては、発言部分を除き、およそ１０分程度と思われます。 

以上でございます。 

○木下委員長 ただいまの事務局の説明のとおりとさせていただきたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

（「はい」の声あり） 

○木下委員長 以上、確認をさせていただきました。 

以上で、本日の議会運営委員会を散会いたします。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午前１０時０８分 

 


